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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月２日 ２１時０９分ごろ 

発生場所 青森県中
なか

泊
どまり

町小
こ

泊
どまり

岬西北西方沖 

小泊岬北灯台から真方位２８１°１３.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４１°１０.８′ 東経１３９°５８.４′） 

事故の概要 貨物船BALTIA
バ ル ティ ア

は、南西進中、また、漁船第八漁
りょう

宝
ほう

丸は、東南東進

中、両船が衝突した。 

第八漁宝丸は、船長が負傷し、船首部に圧壊等を生じ、また、

BALTIAは、右舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

BALTIAの旗国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 貨物船 BALTIA（マルタ共和国籍）、３８,８４９トン 

９２８６９２０（ＩＭＯ番号）、BALTIA NOVA SCHIFFAHRTS 

GMBH 

２２５.００ｍ×３２.２６ｍ×１９.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、８,９７３kＷ、２００４年１０月２日 

Ｂ 漁船 第八漁宝丸、６.６トン 

ＡＭ２－５６０８（漁船登録番号）、個人所有 

１２.６１ｍ（Lr）×３.２０ｍ×１.１８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５６.７２kＷ、平成１１年９月２５日 

第２１２－１１７７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ポーランド共和国籍） 男性 ５０歳 

免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１０年１２月１５日 

免許証交付日 平成２４年１２月２７日 

（平成３０年１２月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 ３、視程 約２Ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２０人が乗り組み、アメリカ合衆国から大韓民

国に向け、平成２７年１１月２日２０時００分ごろ津軽海峡を約１１

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南西進していた。 

Ａ船は、右舷船首方から接近するＢ船と小泊岬西北西方沖で衝突し

た後も南西進を続け、その後、海上保安庁から本事故に関与した可能

性があるとの情報提供及び調査依頼を受け、青森県深浦
ふかうら

町艫作
へ な し

埼南西

方沖で巡視船と会合し、調査に応じた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、小泊岬西北西方１５Ｍ付近の

漁場でいか
．．

一本釣り漁の操業を行い、船首を東南東方に向けて後片付

けを行っているとき、船長Ｂが、レーダーで左舷船首方６０°２Ｍ付

近に南西進するＡ船の映像を視認した後、２１時００分ごろ中泊町小

泊港に向けて帰航を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが操舵室で立った姿勢で単独で船橋当直につき、約

１０knの速力で自動操舵により東南東進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、左舷方からＢ船の船首方を横切る態勢で接近す

るＡ船に一度視線を向けたものの、漁獲物の選別作業が行われている

前部甲板の作業を見ながら、針路及び速力を保持して航行したとこ

ろ、２１時０９分ごろその船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、本事故後、自力で小泊港まで航行し、また、船長Ｂは、衝

突の衝撃で顔面等を打撲し、入港後、家族の運転する車で病院に搬送

され、手当を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、Ａ船がＢ船の左舷方から接近し、互いに進路を横切る関

係になっているので、Ａ船がＢ船に接近しても、避航船であるＡ船が

Ｂ船を避航するものと思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ船は、小泊岬西北西方沖を南西進中、Ｂ船と衝突したものと考え

られるが、船長Ａから情報が得られなかったことから、その状況を明

らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、小泊岬西北西方沖を東南東進中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を

避航するものと思い、漁獲物の選別作業が行われている前部甲板の作

業状況を見ていて見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船の
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方位が変わらずに接近していることに気付かずに航行し、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の左舷方から接近していることから、避航船

であるＡ船がＢ船を避航するものと思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、小泊岬西北西方沖において、南西進中のＡ船と東

南東進中のＢ船とが衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接近する他船を認めた場合、継続して動静を監視し、余裕のある

時期に衝突を避けるための措置を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

20:00:40 41-18-28.3 140-12-09.9 235 233 11.4 

20:05:50 41-17-54.3 140-11-06.0 234 233 11.3 

20:10:08 41-17-25.9 140-10-13.3 234 233 11.2 

20:15:00 41-16-53.7 140-09-14.3 234 233 11.2 

20:20:00 41-16-20.5 140-08-13.8 234 233 11.3 

20:25:09 41-15-46.0 140-07-11.5 233 232 11.4 

20:30:19 41-15-10.8 140-06-09.2 233 232 11.3 

20:34:59 41-14-38.8 140-05-12.4 233 232 11.3 

20:40:09 41-14-03.9 140-04-09.5 234 232 11.3 

20:44:59 41-13-31.0 140-03-10.9 231 230 11.3 

20:49:59 41-12-55.7 140-02-12.4 230 230 11.3 

20:55:00 41-12-20.2 140-01-13.5 231 230 11.3 

21:00:00 41-11-45.5 140-00-13.7 232 232 11.4 

21:00:58 41-11-38.8 140-00-01.9 233 232 11.4 

21:01:58 41-11-32.0 139-59-49.7 233 233 11.4 

21:03:08 41-11-24.0 139-59-35.3 233 233 11.4 

21:03:58 41-11-18.6 139-59-25.3 234 233 11.3 

21:04:58 41-11-11.9 139-59-13.2 233 233 11.3 

21:05:58 41-11-05.2 139-59-00.7 235 234 11.3 

21:07:00 41-10-58.6 139-58-48.1 235 234 11.3 

21:08:00 41-10-52.0 139-58-36.2 233 243 11.4 

21:09:00 41-10-46.9 139-58-22.5 246 244 11.0 

21:10:00 41-10-42.3 139-58-09.4 247 251 11.0 

21:11:00 41-10-38.9 139-57-55.6 252 253 11.1 

21:12:00 41-10-35.6 139-57-40.9 253 251 11.1 

21:12:58 41-10-32.5 139-57-27.6 251 249 11.0 

21:13:58 41-10-28.9 139-57-14.0 251 252 11.1 

21:14:59 41-10-25.5 139-56-59.5 252 251 11.1 

21:15:58 41-10-22.3 139-56-45.7 253 251 11.1 

21:16:59 41-10-18.9 139-56-31.7 250 244 11.0 

21:17:58 41-10-14.2 139-56-18.7 240 235 10.8 

21:18:58 41-10-08.3 139-56-07.5 233 231 10.9 

※船位は、船橋上方に設定されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は、

真方位である。 

 

 

 

 

 


